
報道資料 平成１６年８月１３日

食中毒の発生について

平成１６年８月１１日（水）１３時４０分頃、市内の飲食店「○○ ○○○○」の店長

から、８月７日（土）に同店を利用した２グループ１０名のうち多数が下痢、嘔吐等の食

中毒症状を呈している旨の届出がありました。

調査をしたところ、1グループ６名は８月７日１３時頃に同店で喫食、うち５名が１６

時頃から、また、別グループ４名は同日２０時頃に同店で喫食、うち３名が８月８日１時

頃より下痢、嘔吐等の食中毒症状を呈していることが判明しました。

発症者の共通食は、当該施設の料理以外にはなく、発症状況も類似していること、診察

した医師から食中毒の届出があったことから、市保健所は、当該施設を原因施設とする食

中毒と断定し、８月１３日から８月１４日までの２日間の営業停止を命じました。

なお、発症者は全員回復しています。

発 症 日 時 ８月７日１６時

症 状 嘔吐、下痢等

発症者

発 症 者 数 ８名

受 診 者 数 ３名（入院０名）

原因食品 調査中

病因物質 調査中

住 所

氏 名 ８月１５日より営業停止を解除していますので

原因施設 所 在 地 施設情報等を削除しています。

施 設 名

営業の種類 飲食店（一般食堂・仕出し屋）

平成１６年８月１３日 から ８月１４日 まで ２日間の営業停止

措 置

施設の清掃消毒及び衛生講習の受講を指示



［備 考］

昼(万葉歌) 梅酒、アスパラ牛乳豆腐、造り(２品)、ユバ、青ズイキ、

かぼちゃそうめん、炊合(豚と白菜の博多)、焼き物(ス

ズキの若狭焼き)、枝豆、くずまんじゅう、揚物(蛸の枝豆

揚げ)、酢物(鰻ざく)、飯(かやく御飯)、デザート(３品)

お吸い物、漬け物(３品)

メニュー

夜(納涼膳) 稲庭うどん(カモ、水なす、トマト)、豚とアスパラもやし

、はもちりの梅肉がけ、かぼちゃそうめん、鰻ざく(鰻、

キュウリ、ワカメ)、とうもろこし、枝豆、温泉たまご、

寿司(５品)、かき氷

拭き取り ： １０ 検体 検査中

検査関係 発症者便 ： ５ 検体 検査中

調理従事者便 ： ６ 検体 検査中

年 齢 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳代 合 計
発生状況

男 ０ ０ ０ ０ ０

( )内は 女 １ ５(２) １ １(１) ８(３)

受診者 合 計 １ ５(２) １ １(１) ８(３)

［参 考］

奈良市における食中毒発生状況（ただし、本件を含まない）

本年度発生件数(H16.4～)：３件 、患者数： ４２３名 、死亡者数：０名

昨年度の発生件数 ：１件 、患者数： １２名 、死亡者数：０名

奈良市保健所生活衛生課

TEL：２３－６１７２


